
県教育委員会

校長 

保護者 

関係機関 

・県教育委員会 

・警察 

・医療機関 等 

志布志高等学校 学校いじめ防止基本方針 改訂 Ｒ７  

いじめ問題への学校の教育目標および対応の考え方 

・いじめを生まない，解決できる学校づくりを目指し，全ての生徒が安心でき，自己有用感や充実

感を感じられる学校生活を構築する。 

・全ての生徒に「いじめは決して許されない」ことの理解を促し，お互いの人格を尊重し合える態

度など，豊かな人間関係を構築する能力を育成する。 

・いじめの未然防止および早期発見のために，学校がチーム一丸となって組織的に対応する。 

（１）いじめの未然防止および早期発見のための取り組み 

月 生徒 職員・保護者 

４ 

「いじめ問題について考える週間」 

学校生活アンケート 

教育相談 

学校基本方針の確認 

いじめ問題を考える週間 

６ 学校楽しぃーと 学校いじめ防止基本方針の周知（ＰＴＡ総会） 

７ 
三者面談 

ＳＮＳチェックシート 

 

９ 
いじめ防止標語募集・掲示，統一ＬＨＲ 

教育相談 

学校基本方針の確認 

いじめ問題を考える週間による取組 

12 学校生活アンケート  

１ 
教育相談 

学校楽しぃーと 

 

２ 
 各種アンケートの検証 

いじめ防止対策基本方針の見直し 

通

年 

 教育相談係による毎月の「出欠状況調査」 

スクールカウンセラーによるカウンセリング 

職員間の情報共有 

（２）いじめに対する組織的対応 

 

                             

                  

 

                               

 

 

 

                                      

【重大事態】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【重大事態含む】 
事案発覚 

生徒指導部・担任 教頭・校長 

【 いじめ対策委員会 】 

◇構成委員  校長・教頭・生徒指導主任・副主任・ 

各学年主任・教育相談係・養護教諭 

 ［協力要請 ＋学校関係者評価委員・スクールカウンセラー等］ 

  

  ◇調査方針・方法の決定 

  ※目的，担当者，優先順位，期日等 

 

 

 ◇いじめ認知報告 

◇指導方針の決定・指導体制の確立 

  ※指導及び支援の対象と具体的な手立て 

 

 

 

 

 

 ◇事態収束の判断 

調査・事実関係の把握 

いじめ解決への指導・支援 

継続指導・経過観察 


